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① 

ご自由に 

お持ちください 

絶望的前衛 
 

作詞・作曲：岡林信康 
 

僕は前なんか向いて 

生きたくない 

僕は後ろを向いてしか 

生きられない 

振り向かないで泣くのをやめて 

笑うことなんかしたくない 

過ぎ去ったことと向かいあって 

めそめそしたいんだ 

 

それが僕にとって 

生きることなんだ 

それは僕の後ろに 

未来を生み落としたいため 

 

それが僕にとって 

生きることなんだ 

それは僕の後ろに 

未来を生み落としたいため 



「絶望的前衛」が結ぶもの 

 

この歌に初めて出会ったのは 40 年以上前、当時はなにをテーマにし、どんなメッセージを込めたもの

か皆目わからなかった。今でも、よくわかっているとは言い難い。 

当時は CD プレーヤーなどなく、レコード盤の時代だった。少し以前には街頭で反戦フォーク集会な

ども頻繁に開かれていた。岡林信康は、そんな時代のヒーローだった。その頃購入した「狂い咲き」とい

う LP 盤 3 枚組のレコードジャケットは、自分にとって決して安いものではなかった。そこにこの曲は

入っていたが、共感も覚える内容でもなかったため、繰り返し聴くことはあまりなかった。 

 

そしてつい先日、知り合いの黒井秋夫さんが開設・管理している「PTSD の復員日本兵と暮らした家族

が語り合う会」のホームページで偶然再会した。 

「野崎忠郎 作品集」と題名があったので、てっきり手書きの絵か何かがアップされていると思い、興

味本位でのぞいてみた。そこには野崎さんの少・青年期における、氏の父親との葛藤が赤裸々に描かれた

自伝や小作品（フィクション）がアップされている。作品の題名は、「人さらい―わがカミングアウト―」

というものあり、冒頭に「絶望的前衛」が置かれているのである。「絶望的前衛」が、野崎さんの何に関

わってくるのかという興味もあって、その作品と、野崎さんの自伝すべてを終わりまで辿っ

てしまった。 

読み終えて、どっと疲れが出たことは事実だ。しかし、野崎さんがフィクションや自伝を通

して訴えようとしている内容と、「絶望的前衛」の歌詞の内容が（作詞者の意図を超えて？）、

ピタリと一致するのを感じた。詳しい内容は直接読んでいただくのが一番だが、時間のない

方は「昭和のへの挽歌」だけでも詠まれると良い。 

（黒井さん HP：https://www.ptsd-nihonhei.com/） 

小説「人さらい」では、父親ばかりでなく、その配偶者、更には主人公自身までもが苛まれていく過程

が、フィクションならではの突き放した表現で描かれており、読む者にはむしろリアルに伝わってくる。

「昭和のへの挽歌」では父親の自裁から 30 年以上たって、初めて自己の葛藤の意味に気づくという、衝

撃的な証言もある。 

野崎さんは「業」や「原罪」という言葉で自らの葛藤を受け止めている。父親の死から 30 年以上にも

渡って葛藤を負い続けていた野崎さん、あくまでも家庭内の問題として、人に相談できることではなく、

内部で発酵し続け、本人や家族を蝕み続ける。晩年になってその意味に気づき、体験を文字化することに

よって、葛藤を乗り越えようとしたのではないか。黒井さんとの出会いの意味も、そこにある。 

晩年になったとは言え、野崎さんはその意味に気づき、体験を対象化することができた。しかし、亡

くなるまで苦悶し続ける PTSD 日本兵の家族や遺児たちの例は少なくないだろう。

そんな家族や遺児たちを掬い上げ、集い、語り合う場が、黒井さんの「PTSD の日

本兵と家族の交流館」である。 

そして 8 月 7 日（日）、「PTSD の日本兵と家族の思いと願い・証言集会」が、武

蔵村山市民会館小ホールで開かれる。日本で初めてのテーマのもとに開かれる集会

である。関心のある方にはぜひご参加いただきたい。（次ページ参照） 
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安倍元首相の国葬に反対する 

―誰が「民主主義への挑戦」をしたか― 

 

7 月 8 日、奈良市内で参議院選候補者の応援演説中だった安倍晋三元首相が銃撃により死亡した。 

これを「民主主義への挑戦で、断じて許すことはできない」とする見解が、岸田首相をはじめ各方面か

ら上がっている。内容の是非はともかく、呪文のように唱えられるその言葉に、違和感は拭えない。 

そもそも安倍氏自身が民主的だったのかと言えば、決してそんなことはない。憲法 53 条に基づく臨時

国会開催の要求応に3カ月間も応じなかったこと、三権分立を侵す黒川東京高検検事長の定年延長問題、 

違憲と言われた秘密保護法・安保法制（戦争法）・共謀罪法を強行採決で通したことなど、反民主的であ

ることは明らかであり、平和憲法に背く政策に徹していたことは疑いない。加えて森友学園疑惑、加計学

園疑惑、桜を見る会疑惑など、政権の私物化は目に余り、公文書改ざん問題なに至っては、自裁に至った

人もいるのだ。それは反道徳的ともいえる所業だ（教育基本法を改悪し、道徳の教科化を図った人物が、

反道徳的であったのは皮肉だ）。 

「民主的でなかったから殺されても仕方ない」などと言う気は毛頭ない。しかし、最高権力者である総

理大臣という立場の人物が、反民主主義的な行いをすることはそれだけ重大なことであり、ある意味、山

上容疑者の強行とどこが違うのかと考えざるを得ない。まして、これに対して「民主主義への挑戦」と口

をそろえて唱えることには、大きな違和感を覚えるのである。 

 

このことで、森友学園問題・加計学園問題・桜を見る会問題などについての追求があいまいになってし

まうのではないかという恐れがある。 

人々のそんな危惧を見透かすかのようにして、14 日の岸田首相による「国葬」発言である。15 日にな

って「秋にも」と公表するなど、確定的となっている。これに対し、反対を表明しているのは、共産・れ

いわ・民社ぐらいのもので、公明はコメントなし、国民は理解、立憲は静観、維新は反対ではない（？？）

など、おおむね賛成の立場とみなしててよい（7 月 16 日時点）。これは憲法改正問題への「本音」とほぼ

重なる。 

維新の反応については措くとして、公明党が危機感を覚えないのが不思議だ。政教分離に違背する可

能性が濃厚な国葬である。それとも長きにわたる二人三脚で、体の一部が癒着してしまい、感覚がマヒし

ているのだろうか。 

 

国葬ともなれば、公的な場面での弔意が強制される恐れもある。憲法第 20 条の信教の自由や、第 21

条が定める表現の自由に抵触することになる。また、莫大な公費が支出されることになろう。仮に「国民

葬」と言われる内閣と政権与党等との合同葬になったところで、莫大な公金が投じられることに変わり

がない。しかし、現政権は閣議決定だけでこれを行おうとしている。安倍政権の非民主的な流れを汲む岸

田政権であってみれば、むべなるかなと言えなくもないが、本来ならば国会で論議し、決定すべき事案で

ある。 

投入される億単位の巨費も問題である。低迷しきった経済状況や、新型コロナの感染再々拡大に対処
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しなければならない時に、葬儀に巨額の公費をつぎ込むことが適当とは思われない。人々は今、ウクライ

ナ戦争や新型コロナ感染で経済的に疲弊し、追い詰められている。その予算を生活困窮者や、立ちいかな

くなった零細企業に投入すれば、どれだけの人々が救われるか。加えて、膨れ上がった軍事費を医療、教

育、社会保障に回せば、死ななくていい命が助かる。公金の使い道を根本的に考え直さねばならない。 

国葬に限らず、儀式、イベントには必ず政治的な思惑がまとわりつく。この場合は、先述したような疑

惑の糊塗と神格化だ。加えて現政権の自派閥温存、維持強化の打算もある。すなわち、安倍支持派の協力

を取り付け、政権運営をスムーズに進めたいといという下心である。 

政治家の邪な企みのために、人々の生活が、権利が、命が侵されるようなことがあってはならない。 

 

公費負担の面からも、権利侵害の恐れからも、そもそも国葬には反対である。 

仮に国葬を認めたとしても、安倍晋三元首相においては、全くふさわしくない。反民主主義的で反平和

主義的であった人物の国葬を認めることは不道徳である。 

国民がこぞってその死を悼むなどと言うことは幻想だ。それは権力者も分かっているはずだ。これま

でもそうであったように、政権やその取り巻き連中だけがはしゃいでいるに過ぎない。その狙いは、国民

意識の再統合であり、それをステップにした憲法改悪の企みである。そのために巨額の公費を投入し、人

権を侵す恐れさえある国葬は、二重の意味で人民の生活と権利を抑圧する。 

安倍晋三氏の国葬は、そのような意図をもっていると行われようとしている。憲法改悪は、すでに国葬

企画段階から始まっていると言わねばならず、強い危機意識をもって、国葬に断固反対する。 

 

 

地方議会に「国葬反対の陳情書」を出そう！ 

 

安倍元首相の国葬の報が入った途端、ツイッターでは「#国葬反対》「#安倍晋三の国葬に反対しま

す」がトレンドワードに上がっているという（「Yahoo！ニュース」7.15）。これもネットだが、

Change.org で署名が始まっている。その数はすでに 4 万人を超ええた（7.19

時点）。 

自分ももちろんネット署名をしたし、ツイートも否定はしない。しかし、ネ

ット上の「行為」は匿名でもできるし、いかにも安易だ。むしろ、それで「や

った気」になり、自足してしまいがちになることの方を恐れる。 

一人一人の個人が知恵を絞り、行動してこそ、本当の力になる。「まちの話

題」でも触れたことだが、面倒なこと、「顔をさらす」ことを回避していては、

本当の社会参加にはならない。 

 

そこで提案なのだが、一人一人が住む地方自治体の議会に「国葬反対の陳情書」を出してはどうだろ

うか。グループでもいいし、たった一人でもいい、陳情・請願は誰にでもできる民主的な制度であり、

権利である。自分の言葉で、自分の意思を表明し、そのために行動することこそが民主主義の基本であ
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る。 

もちろん陳情・請願が採択されるに越したことはないが、たとえ否定的な結果が目に見えていても、

そのことを気にしていては一歩踏み出すことなど出来はしない。大事なのは自分の頭と体を使って意思

表示することと、議会での論議に持ち込むことだ。 

民主主義を破壊し、「民主主義に挑戦する」者は、歪んだ想念をいだく権力者であって、一発の銃弾

でもなければ、本来の意味の政治家でもない。更に言えば、権力者の横暴に唯々諾々と付き従ってしま

う私たち市民の存在もある。 

時間と手間（時によっては、によってはカネも）を惜しんでいて、民主主義は守れないし、共感も得

られない。陳情・請願の提出の有無はともかく、民主主義の生死は、私たち一人一人の「行動」にかか

っていると言ってもいいかもしれない。 

 

まちの話題 

旧聞に属することだが、3 月 2 日、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対し、東大和市長が抗議

文をプーチンロシア大統領と駐日ロシア大使館に送ったと連絡があった。2 月末から 3 月初めにかけ

て、各地方自治体や議会では、首長や市議会がロシア大統領に抗議文を送付することが流行りのように

なっていたころではあったが、我が東大和市にとっては予想外の出来事であり、市の姿勢を少し見直し

た面はある。 

ロシアの軍事侵攻に対し抗議文を送付する、そのこと自体は評価できるものだが、長い時間軸で見た

場合にどうかということになると、手放しでは喜べない。2001 年のアフガニスタン戦争、2003 年のイ

ラク戦争、イスラム国を標的とした 2014 年のイラク介入、同年のシリア介入、同じく 2015 年のリビ

ア介入等、アメリカ等の軍事介入があった。全てが現市長在任中のものではないが、その時々でどのよ

うに対応したかが、反戦意識の真実性が試される。抗議文送付という、風潮ともなった大きな波に乗る

のは、ある意味たやすい。それが本物であるか否かは、全ての戦争に反対してこそ明らかになる。継続

して注目する必要があろう。 

 

別件だが、東大和市内のあるグループで実施された小さな、しかし注目すべき動きがあった事を紹介

しておきたい。 

東大和市には憲法 9 条を守り、憲法の改正に反対する団体として「東大和市九条の会」がある。九条

の会は、「○○九条の会」といった市内の地区ごとの小さなグループの連合体であり、市内にはそのよ

うなグループが 7 つあると言われている。その中のある一つのグループ内での出来事である。 

ロシアによるウクライナ軍事侵攻を契機として、5 月 15 日、フィンランドとスウェーデンが中立国

という立場を変更し、NATO に加盟申請する方針と伝えられた。 

そのグループでは、ひとりのメンバーから、駐日フィンランド大使館と駐日スウェーデン大使館に対

し、NATO 加盟申請の撤回を求める文書を郵送してはどうかという意見が出た。それを受け、メンバー

が全員で協議し、発送に踏み切ったというものである。その両文書が会のニュースに載っている。文書
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では、中立の持つ平和への意義を述べた後、駐日大使から本国に対し、NATO

加盟申請の中止を求める趣旨の申し入れをしてほしいと記してある。 

内容的には真っ当なことが書かれており、何ら異議を唱えるようなものでは

ない。むしろ（安倍元首相が口にしたそれでなく、本来の）「積極的平和主義」

という言葉にも近い。しかし感心したのはそのことではない。 

これを初めて読んだとき、全国組織の九条の会からひな形のようなものが送られてきて、それを忠実

に実行したものではないかと思った。ところが後日、そうではないことが分かった。そのグループの一

員に聞いたことだが、初めに述べた通り、メンバーの一人から出た意見が発端で、その意見を受け止め

たグループが、具体的な行動に移したということなのである。 

大使館に手紙を出すとなれば、中立国の位置づけや、NATO 加盟を決意するに至った経緯、当事国の

与野党の勢力分布やそれぞれの見解なから、果ては大使館の住所、大使の名前なども詳しく調べる必要

が出てくる。市役所がロシア大使館に抗議文を送るのとはわけが違い、時間と労力がいる。それらを一

つ一つ乗り越えて、初めて要請文送付ということになる。それを小さなグルー

プであえて行ったということが尊い。考えることだけなら、誰にでもできる。

しかし一歩踏み出す事との間には、大きな隔たりがある。その意味で貴重であ

り、価値があるのだ。 

 

ただ一点だけ、頭を離れないことがある。私だったらそのような要請文を出すだろうか、あるいはそ

のグループの一員だったとするならば、どのように対応するだろうかということである。自分がそのよ

うな行為の実行主体になることを、是とするかどうかということである。率直に言えば、消極的になら

ざるを得ない。 

私たちが属する日本という国は、日米安保条約という軍事同盟をアメリカと結び、将来的にも解消す

る姿勢を見せていない。時たま地位協定の改定が話題になるぐらいで、安保条約そのものの是非につい

ては、政治的な課題には、なかなかなり得ない。望むと望まざるとにかかわらず、そのような現実の中

に我々はいる。つまり、それによって守られているか、危険にさらされているかは別として、客観的に

は日米軍度同盟の枠内にあるということだ。私たち市民も、そのような選択をしている日本という国を

構成している一部だということである。 

そのような私たちが、これまで中立政策を保ってきた他国に対して、軍事同盟加入申請を撤回するよ

う申し入れることには、躊躇せざるを得ないということだ。私自身とってそれは、「傲慢」ということ

になる。だからと言ってこれは、そのグループがとった行為への批判

ではない。繰り返しになるが、あくまでも主体的選択の問題である。 

 

 

 

  

 

⑦ 

「日の丸君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議 再勧告実現！7.24 集会にご参加を！ 

日時：2022 年 7 月 24 日（日曜日） 13 時 40 分 16 時 40 分（開場 13 時 20 分） 

会場：日比谷図書文化館 (B1F) 日比谷コンベンションホール／資料代：500 円 

主催：「日の丸・君が代」ＩＬＯ/ ユネスコ勧告実施市民会議 
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★陳情不上程告発裁判 控訴審 第 1 回口頭弁論 

   東京高等裁判所 808 号法廷（8 階） ※地下鉄丸ノ内線「霞が関」 

   2022 年 9 月 14 日（水）午後 2 時 ※傍聴希望者は、午後 1 時 45 分までに 8 階待合室 
★チラシ配置拒否裁判 第 4 回口頭弁論 

   東京地方裁判所立川支部 403 号法廷（4 階） 

   2022 年 7 月 28 日（木）午後１時 30 分 ※傍聴希望者は、午後 1 時 15 分までに 4 階待合室 

裁判案内 

【
長
州
新
聞
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0
2
2

.6
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）
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